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【 注射 】 

 

７８５ 肩石灰性腱炎に対するヒアルロン酸製剤の算定について 

 

《令和８年１月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

肩石灰性腱炎に対するヒアルロン酸製剤（アルツディスポ関節注 25mg 等）

の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

 肩石灰性腱炎に対しては、ステロイドを使用することが一般的であり、また、

ヒアルロン酸製剤の効能・効果※からも適応外である。 

  以上のことから、肩石灰性腱炎に対する当該医薬品の算定は、原則として

認められないと判断した。 

 

（※）アルツディスポ関節注 25mg 

添付文書の効能・効果 

○ 変形性膝関節症、肩関節周囲炎 

○ 関節リウマチにおける膝関節痛（下記（1）～（4）の基準を全て満たす場合に限

る） 

（1）抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコントロールできていても膝関節

痛のある場合 

（2）全身の炎症症状が CRP 値として 10mg/dL 以下の場合 

（3）膝関節の症状が軽症から中等症の場合  

（4）膝関節の Larsen X 線分類が GradeⅠから GradeⅢの場合 
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